
 静岡海区漁業調整委員会意見の聴取に関する手続規程（平成６年静岡海区漁業調整委員会公告）の一部を

次のように改正する。 

  令和２年12月１日 

                       静岡海区漁業調整委員会 会長  宮 原 淳 一   

改正前 改正後 

（趣旨） 

第１条 静岡海区漁業調整委員会（以下「委員

会」という。 ）が行う漁業法（以下「法」とい

う。）第10条、第34条第４項、第37条第１項、

第38条第１項並びに第39条第１項、第２項及

び第13項（第36条第３項において準用する場

合を含む。 ）並びに第38条第３項の規定による

処分に係る意見の聴取の手続については、法

及び漁業法施行令（以下「令」という。 ）に定

めるもののほか、この規程に定めるところに

よる。 

 

 

 （開催の決定） 

第２条 委員会において、意見の聴取（法第10

条の規定による処分に係る意見の聴取を除

く。以下次条から第13条において同じ。）を行

おうとするときは、あらかじめその決議をし

なければならない。 

 （期日、案件の公示） 

第４条 委員会は、意見の聴取を行おうとする

ときは、意見の聴取を行うべき期日の２週間

前までに、令第１条の２において準用する行

政手続法第15条第１項第１号から第３号まで

に掲げる事項を公示する。 

２ 前項の公示は次に掲げる方法による。 

 １・２ （略） 

 （意見の聴取の期日の変更） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 委員会は、前項の規定により意見の聴取の

 （趣旨） 

第１条 静岡海区漁業調整委員会（以下「委員

会」という。 ）が行う漁業法（以下「法」とい

う。）第86条第１項（免許後に条件を付ける場

合に限る。 ）、第89条第１項、第92条第１項及

び第２項並びに第93条第１項（これらの規定

を法第88条第４項（同条第５項において準用

する場合を含む。 ）、第116条第２項及び第３項

並びに第177条第14項において準用する同条第

６項の規定による処分に係る意見の聴取の手

続については、法及び漁業法施行令（以下

「令」という。 ）に定めるもののほか、この規

程に定めるところによる。 

 （開催の決定） 

第２条 委員会において、意見の聴取を行おう

とするときは、あらかじめその決議をしなけ

ればならない。 

 

 

 （期日、案件の公示） 

第４条 委員会は、意見の聴取を行おうとする

ときは、意見の聴取を行うべき期日の２週間

前までに、令第９条第１項において準用する

行政手続法第15条第１項第１号から第３号ま

でに掲げる事項を公示する。 

２ 前項の公示は次に掲げる方法による。 

 (1)・(2) （略） 

 （意見の聴取の期日の変更） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 委員会は、前項の規定により意見の聴取の



期日を変更したときは、速やかに、その旨を

当事者及び参加人（意見の聴取の期日を変更

した時までに令第１条の２において準用する

行政手続法第17条第１項の求めを受諾し、又

は同項の許可を受けている者に限る。 ）に通知

しなければならない。 

 （参加人の参加許可の手続） 

第７条 令第１条の２において準用する行政手

続法第17条第１項の規定による許可の申請

は、意見の聴取の期日の10日前までに、申請

者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係

る処分につき利害関係を有することを疎明す

る資料を提出してするものとする。 

 （文書等の閲覧の手続） 

第８条 法第34条第７項（第36条第３項、第37

条第４項、第38条第５項並びに第39条第４項

及び第14項において準用する場合を含む。 ）の

規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び

住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を

記載した書面を提出してするものとする。た

だし、意見の聴取の期日における審理の進行

に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合

については、口頭ですることができるものと

する。 

２ 委員会は、当事者及び当該不利益処分がさ

れた場合に自己の利益を害されることとなる

参加人（以下この条、第11条第３項及び第12

条第２項において「当事者等」という。 ）に対

し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる

場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事

者等に通知するものとする。この場合におい

て、委員会は意見の聴取を行うべき期日まで

に当事者等に充分な弁明の準備をさせるため

必要な期間を与えるよう配慮するものとす

る。 

３ 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日

期日を変更したときは、速やかに、その旨を

当事者及び参加人（意見の聴取の期日を変更

した時までに令第９条第１項において準用す

る行政手続法第17条第１項の求めを受諾し、

又は同項の許可を受けている者に限る。 ）に通

知しなければならない。 

 （参加人の参加許可の手続） 

第７条 令第９条第１項において準用する行政

手続法第17条第１項の規定による許可の申請

は、意見の聴取の期日の10日前までに、申請

者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係

る処分につき利害関係を有することを疎明す

る資料を提出してするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



における審理の進行に応じて必要となった資

料の閲覧の請求があった場合において、当該

審理で当該資料を閲覧させることができない

ときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該

当事者等に通知しなければならない。ただ

し、法第34条第７項後段（第36条第３項、第

37条第４項、第38条第５項並びに第39条第４

項及び第14項において準用する場合を含む。 ）

の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限

りでない。 

 （補佐人の出頭許可の手続） 

第９条 令第１条の２において準用する行政手

続法第20条第３項の規定による許可の申請

は、意見の聴取の期日の10日前までに、補佐

人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加

人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記

載した書面を提出してするものとする。 

２ （略） 

 （弁明書の記載事項） 

第10条 令第１条の２において準用する行政手

続法第21条第１項に規定する弁明書には、提

出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名

並びに弁明書に係る事案についての意見を記

載するものとする。 

 （意見の聴取の調書及び報告書の記載事項） 

第11条 令第１条の２において準用する行政手

続法第24条第１項に規定する調書には、次に

掲げる事項（意見の聴取の期日における審理

が行われなかった場合においては、第３号に

掲げる事項を除く。 ）を記載するものとする。 

 

 １～４ （略） 

 ５ 当事者等の弁明の要旨（提出された弁明

書における弁明を含む。 ） 

 ６・７ （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （補佐人の出頭許可の手続） 

第８条 令第９条第１項において準用する行政

手続法第20条第３項の規定による許可の申請

は、意見の聴取の期日の10日前までに、補佐

人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加

人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記

載した書面を提出してするものとする。 

２ （略） 

 （陳述書の記載事項） 

第９条 令第９条第１項において準用する行政

手続法第21条第１項に規定する陳述書には、

提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件

名並びに陳述書に係る事案についての意見を

記載するものとする。 

 （意見の聴取の調書及び報告書の記載事項） 

第10条 令第９条第１項において準用する行政

手続法第24条第１項に規定する調書には、次

に掲げる事項（意見の聴取の期日における審

理が行われなかった場合においては、第３号

に掲げる事項を除く。）を記載するものとす

る。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 当事者等の弁明の要旨（提出された陳述

書における弁明を含む。 ） 

 (6)・(7) （略） 

２ （略） 



３ 令第１条の２において準用する行政手続法

第24条第３項に規定する報告書には、次に掲

げる事項を記載するものとする。 

 １ 処分の原因となる事実に対する当事者等

の主張 

 

 ２・３ （略） 

 （意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手

続） 

第12条 令第１条の２において準用する行政手

続法第24条第４項の規定による閲覧の請求

は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしよ

うとする意見の聴取の調書又は報告書の件名

を記載した書面を提出してするものとする。 

 

２ 委員会は、意見の聴取の調書又は報告書の

閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場

合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者

等に通知するものとする。 

 （意見の聴取の再開） 

第13条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じ

た事情にかんがみ必要があると認めるときは

意見の聴取を再開することができる。令第１

条の２において準用する行政手続法第22条第

２項本文及び第３項の規定は、この場合につ

いて準用する。 

 （令の準用） 

第14条 令第１条の２において準用する行政手

続法第15条（第２項第２号を除く。）、第16

条、第21条、第23条及び第24条第１項から第

３項までの規定は、法第10条の規定による処

分に係る意見の聴取に準用する。この場合に

おいて、同法第21条第１項中「当事者又は参

加人」とあるのは「当事者」と、同法第23条

第１項中「陳述書若しくは証拠書類等を提出

しない場合、又は参加人の全部若しくは一部

３ 令第９条第１項において準用する行政手続

法第24条第３項に規定する報告書には、次に

掲げる事項を記載するものとする。 

 (1) 処分の原因となる事実に対する当事者及

び当該不利益処分がされた場合に自己の利

益を害されることとなる参加人の主張 

 (2)・(3) （略） 

 （意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手

続） 

第11条 令第９条第１項において準用する行政

手続法第24条第４項の規定による閲覧の請求

は、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに

閲覧をしようとする意見の聴取の調書又は報

告書の件名を記載した書面を提出してするも

のとする。 

２ 委員会は、意見の聴取の調書又は報告書の

閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場

合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者

又は参加人に通知するものとする。 

 （意見の聴取の再開） 

第12条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じ

た事情にかんがみ必要があると認めるときは

意見の聴取を再開することができる。令第９

条第１項において準用する行政手続法第22条

第２項本文及び第３項の規定は、この場合に

ついて準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



が聴聞の期日に出頭しない場合には、」とあ

るのは「弁明書若しくは証拠を提出しない場

合、」と、同法第24条中「当事者及び参加

人」とあるのは「当事者」と読み替えるもの

とする。 

 （準用） 

第15条 第２条から第６条まで、第９条から第

11条まで及び第13条の規定は、法第10条の規

定による処分に係る意見の聴取に準用する。 

 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規程は、令和２年12月１日から施行する。 

 


